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電子申請サービス使用にあたっての利用者登録について

ししまろの商標使用にかかる各種申請について、【電子申請サービス】を用いて実施できるよ

うになりました。

利用にあたって、電子申請サービスの利用者登録をお願いしていますので、下記の手順にそ

って登録をお願いいたします。

①パソコン又はスマートフォンを開き、検索エ

ンジンを使って、『高知県電子申請』を検索

してください。

②『電子申請・届出サービス｜高知県』 をク

リックします。

○『手続きはこちら』をクリックします。

○「新規登録」をクリックします。

○利用規約を確認します。

○「同意する」をクリックします。

～略～

～略～
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○該当する区分を入力します。

○メールアドレスを入力します。

（メールアドレスが利用者 IDとなります）

○「登録する」をクリックします。

※【メール送信完了】の表示を確認し、メール

の確認作業に移ります。

○各項目について入力をお願いします。

○入力後、「確認へ進む」をクリックします。

○内容を確認し、誤りがなければ「登録する」

をクリックし、登録完了。

※登録完了メールが届きます。

ｖ

ｖ

～略～
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各種申請内容を確認したい場合の手順

○「ログイン」をクリックします。

○利用者 ID、パスワードを入力し、「ログイ

ン」をクリックします。

○「申請内容の確認」をクリックします。

○申請内容を確認したい項目の「操作（詳

細）」をクリックします。

○自由に内容を確認できます。

＜終了＞
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「ししまろ」商標使用許諾申請について（電子申請サービスの操作手順）

✅電子申請サービスでの入力開始前に、 チェックをお願いします。

□「ししまろ商標使用管理要綱」の内容を確認しましたか

□「第１号様式」に記載する情報について整理しましたか（図１）

⇒電子申請サービスで各自 【入力】していただきます

□ロゴデザインを使用する方は、使用イメージ案を作成しましたか（様式自由）（図２）

⇒使用イメージが未定でも申請可能です

許諾後、実際に使用する前に必ず提出してください

□「生産者名簿」を作成し、準備しましたか（図３）

⇒事前にホームページでダウンロードし、必要事項を入力し保存してください

⇒電子申請サービスで各自 【添付】していただきます

□「混入防止対策」を作成し、準備しましたか（該当者のみ）（図４）

⇒事前にホームページでダウンロードし、必要事項を入力し保存してください

⇒電子申請サービスで各自 【添付】していただきます

申請する前に 申請サイトへ 申請作業実施 申請後の流れ

「混入防止対策(該当者のみ)」

該当者のみ添付

「第１号様式」

本サービスで入力

「生産者名簿」

添付必須

ロゴデザインの使用

イメージ案

該当者のみ添付

※使用イメージ案が

未定の場合は、

後日報告が必要です

（）

図１ 図２
図３ 図４
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①パソコン又はスマートフォンを開き、検索エ

ンジンを使って、『高知県電子申請』を検索

します。

②『電子申請・届出サービス｜高知県』 をク

リックします。

○『手続きはこちら』をクリックします。

※電子申請サービスが開きます。

○「キーワードで探す」に「ししまろ」と入力

し、「キーワード検索」をクリックします。

○【「ししまろ」商標使用管理要綱 申請用】

をクリックします。

○利用者 ID及びパスワードを入力します。

※利用者 IDは、登録時のPCの

メールアドレスです。

○その後、「ログイン」をクリックします。

申請する前に 申請サイトへ 申請作業実施 申請後の流れ

～略～
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○画面の内容に沿って入力を行い、「次へ」をクリックします。

※利用者情報がプリセットされた項目について、修正があれば変更をお願いします。

申請する前に 申請サイトへ 申請作業実施 申請後の流れ

※現在の画面レイアウトと異なる場合があります(R７年９月時点画面)

団体・企業の方のみ

団体・企業の方

⇒代表者名を記載

個人の方

⇒個人氏名を記載
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○画面の内容に沿って入力を行い、「次へ」をクリックします。

申請する前に 申請サイトへ 申請作業実施 申請後の流れ

※現在の画面レイアウトと異なる場合があります(R７年９月時点画面)
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○ 「ロゴデザイン使用イメージ案」を添付してください（該当者のみ）

ファイル名は、【別添_使用イメージ案（申請団体名又は氏名）】です。

○ 「生産者名簿」 を添付してください【必須】

ファイル名は、【別添_生産者名簿（申請団体名又は氏名）】としてください。

○ 「混入防止対策」 を添付してください（該当者のみ）

ファイル名は、【別添_混入防止対策（申請団体名又は氏名）】としてください。

申請する前に 申請サイトへ 申請作業実施 申請後の流れ

資料の作成についてご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

問 い 合 わ せ 先 ： 高知県農業振興部農産物マーケティング戦略課

電 話 番 号 ： 088-821-4582

F A X 番 号 ： 088-873-5162

メールアドレス ： 160701@ken.pref.kochi.lg.jp

※現在の画面レイアウトと異なる場合があります(R７年９月時点画面)
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○画面の内容に沿って入力を行い、「確認へ進む」をクリックします。

※利用者情報がプリセットされた項目について、修正があれば変更をお願いします。

※現在の画面レイアウトと異なる場合があります(R７年９月時点画面)

申請する前に 申請サイトへ 申請作業実施 申請後の流れ
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○画面の内容について確認し、誤りがなければ、「申込む」をクリックします。

申請する前に 申請サイトへ 申請作業実施 申請後の流れ
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《その後の流れ》

○県庁で許諾可否を協議します

※内容について不備等あれば連絡します

○許諾の可否が決定したら、県から本受付完了メールを送ります（２週間程度かかる）

○メール受信後、マイページにログインし、通知書をダウンロードしてください（P14～）

※PDFデータは、マイページでも

再ダウンロード可能です。

○「受付完了画面」が表示されるか確認しま

す。

○整理番号を控えておいてください。

◎『PDF ファイルを出力する』をクリックしま

す。

申請様式に反映されたものをダウンロード

できます。

○「受付完了確認メール」が表示されます。

＜申請作業終了。許諾可否を待つ。＞

申請する前に 申請サイトへ 申請作業実施 申請後の流れ
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○許諾にかかる決定通知メールが届きます。

○再度、電子申請サービスへログインを行っ

てください。

※通知書は電子申請サービスよりダウンロ

ードをお願いします。

○ログインを行います。

○マイページに入ります。

申請する前に 申請サイトへ 申請作業実施 申請後の流れ



- 15 -

○「申請内容の確認」をクリックします。

※手続き名はデモです。

○「ししまろ」商標使用管理要綱 申請用

の「操作（詳細）」をクリックします。

※手続き名はデモです。

○「返信添付ファイル」にあるデータが、通知

書となります。

○必ずダウンロードし、内容を確認してくだ

さい。

○下までスクロールし、「一覧へ戻る」を

クリックします。

※手続き名はデモです。

○「処理状況」が「完了」へ更新されていれば、

申請にかかる手続きはすべて終了です。

＜終了＞

申請する前に 申請サイトへ 申請作業実施 申請後の流れ

～略～



- 16 -

「ししまろ」商標使用許諾実績書提出について（電子申請サービスの操作手順）

✅電子申請サービスでの入力開始前に、 チェックをお願いします。

□「ししまろ商標使用管理要綱」の内容を確認しましたか

□「第４号様式」に記載する情報について整理しましたか（図１）

⇒電子申請サービスで各自 【入力】していただきます

□最新の「生産者名簿」を作成し、準備しましたか（図２）

⇒事前にホームページでダウンロードし、必要事項を入力し保存してください

⇒電子申請サービスで各自 【添付】していただきます

□「混入防止対策」を作成し、準備しましたか（該当者のみ）（図３）

⇒事前にホームページでダウンロードし、必要事項を入力し保存してください

⇒電子申請サービスで各自 【添付】していただきます

申請する前に 申請サイトへ 実績書作成 報告後の流れ

「第４号様式」

本サービスで入力

図１ 図２ 図３

「混入防止対策(該当者のみ)」

該当者のみ添付

「生産者名簿」

添付必須
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①パソコン又はスマートフォンを開き、検索エ

ンジンを使って、『高知県電子申請』を検索

します。

②『電子申請・届出サービス｜高知県』 をク

リックします。

○『手続きはこちら』をクリックします。

※電子申請サービスが開きます。

○「キーワードで探す」に「ししまろ」と入力

し、「キーワード検索」をクリックします。

○【「ししまろ」商標使用管理要綱 実績報告】

をクリックします。

○利用者 ID及びパスワードを入力します。

※利用者 IDは、登録時のPCの

メールアドレスです。

○その後、「ログイン」をクリックします。

申請する前に 申請サイトへ 実績書作成 報告後の流れ

～略～
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○画面の内容に沿って入力を行い、「次へ」をクリックします。

※利用者情報がプリセットされた項目について、現時点の申請内容と相違がないか確認を

お願いします。

申請する前に 申請サイトへ 実績書作成 報告後の流れ

※現在の画面レイアウトと異なる場合があります(R７年９月時点画面)

団体・企業の方のみ

団体・企業の方

⇒代表者名を記載

個人の方

⇒個人氏名を記載

許諾書をご覧ください。

許諾書をご覧のうえ、●

に該当する数字を記入

してください。

●高農マ課

許諾書をご覧のうえ、

●に当てはまる数字を

記入してください

高農マ第●●●号
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○画面の内容に沿って入力を行います。

申請する前に 申請サイトへ 実績書作成 報告後の流れ

※現在の画面レイアウトと異なる場合があります(R７年９月時点画面)

今回報告する期間を記入して

ください。

夏秋栽培 定植～12月末まで

促成栽培 定植～７月末まで

周年栽培 ９月～８月末まで

～略～
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○ 「生産者名簿」 を添付してください【必須】

ファイル名は、【別添_生産者名簿（申請団体名又は氏名）】としてください。

○ 「混入防止対策」 を添付してください（該当者のみ）

ファイル名は、【別添_混入防止対策（申請団体名又は氏名）】としてください。

申請する前に 申請サイトへ 実績書作成 報告後の流れ

資料の作成についてご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

問 い 合 わ せ 先 ： 高知県農業振興部農産物マーケティング戦略課

電 話 番 号 ： 088-821-4582

F A X 番 号 ： 088-873-5162

メールアドレス ： 160701@ken.pref.kochi.lg.jp

※現在の画面レイアウトと異なる場合があります(R７年９月時点画面)
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○画面の内容に沿って入力を行い、「確認へ進む」をクリックします。

※利用者情報がプリセットされた項目について、修正があれば変更をお願いします。

※現在の画面レイアウトと異なる場合があります(R７年９月時点画面)

申請する前に 申請サイトへ 実績書作成 報告後の流れ
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○画面の内容について確認し、誤りがなければ、「申込む」をクリックします。

申請する前に 申請サイトへ 実績書作成 報告後の流れ
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《その後の流れ》

○県庁で実績書の内容を確認します。

※内容について不備等あれば連絡します。

○確認後、県からの受付完了メールを受信したら、手続き完了となります。 ＜終了＞

※PDFデータは、マイページでも

再ダウンロード可能です。

○「受付完了画面」が表示されるか確認して

ください。

○整理番号を控えておいてください。

◎『PDF ファイルを出力する』をクリックしま

す。

申請様式に反映されたものをダウンロード

できます。

○「受付完了確認メール」が表示される

申請する前に 申請サイトへ 実績書作成 報告後の流れ
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「ししまろ」商標使用許諾変更申請について（電子申請サービスの操作手順）

✅電子申請サービスでの入力開始前に、 チェックをお願いします。

□「ししまろ商標使用管理要綱」の内容を確認しましたか

□変更すべき事項について整理しましたか（図１）

⇒電子申請サービスで各自 【入力】していただきます

申請する前に 申請サイトへ 変更申請実施 申請後の流れ

図１
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①パソコン又はスマートフォンを開き、検索エ

ンジンを使って、『高知県電子申請』を検索

します。

②『電子申請・届出サービス｜高知県』 をク

リックします。

○『手続きはこちら』をクリックします。

※電子申請サービスが開きます。

○「キーワードで探す」に「ししまろ」と入力

し、「キーワード検索」をクリックします。

○【「ししまろ」商標使用管理要綱 変更申請】

をクリックします。

※手続き名はデモです。

○利用者 ID及びパスワードを入力します。

※利用者 IDは、登録時のPCの

メールアドレスなります。

○その後、「ログイン」をクリックします。

申請する前に 申請サイトへ 変更申請実施 申請後の流れ

～略～
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○画面の内容に沿って入力を行い、「次へ」をクリックします。

※利用者情報がプリセットされた項目について、現時点の申請内容と相違がないか確認を

お願いします。

申請する前に 申請サイトへ 変更申請実施 申請後の流れ

団体・企業の方のみ

※変更前の情報を記載

団体・企業の方⇒代表者名を記載

個人の方⇒個人氏名を記載

※変更前の情報を記載

※現在の画面レイアウトと異なる場合があります(R７年９月時点画面)
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○画面の内容に沿って入力を行い、「次へ」をクリックします。

申請する前に 申請サイトへ 変更申請実施 申請後の流れ

※現在の画面レイアウトと異なる場合があります(R７年９月時点画面)

許諾書をご覧ください。

許諾書をご覧のうえ、●

に該当する数字を記入

してください。

●高農マ課

許諾書をご覧のうえ、

●に当てはまる数字を

記入してください

高農マ第●●●号

※現在の画面レイアウトと異なる場合があります(R７年９月時点画面)
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○画面の内容に沿って入力を行い、「確認へ進む」をクリックします。

※入力するのは、変更があった項目のみです。変更のない項目については、未記入でお願い

します。

申請する前に 申請サイトへ 変更申請実施 申請後の流れ

※現在の画面レイアウトと異なる場合があります(R７年９月時点画面)

～略～
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○画面の内容について確認し、誤りがなければ、「申込む」をクリックします。

申請する前に 申請サイトへ 変更申請実施 申請後の流れ
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《その後の流れ》

○県で変更内容を確認します。

※内容について、不備等あれば連絡します。

○変更許諾の可否が決定したら、県から通知メールを送ります（２週間程度かかる）。

○メール受信後、マイページにログインし、通知書をダウンロードしてください（P32～）。

※PDFデータは、マイページでも

再ダウンロード可能です。

○「受付完了画面」が表示されるか確認して

ください。

○整理番号を控えておいてください。

◎『PDF ファイルを出力する』をクリックしま

す。

申請様式に反映されたものをダウンロード

できます。

○「受付完了確認メール」が表示されます。

申請する前に 申請サイトへ 変更申請実施 申請後の流れ
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※手続き名はデモです。

○「決定通知」メールが届きます。

○再度、電子申請サービスへログインを行っ

てください。

※通知書は電子申請サービスよりダウンロ

ードをお願いします。

○ログインを行います。

○マイページに入ります。

申請する前に 申請サイトへ 変更申請実施 申請後の流れ
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○「申請内容の確認」をクリックします。

※手続き名はデモです。

○「ししまろ」商標使用管理要綱 変更申請用

の「操作（詳細）」をクリックします。

○「返信添付ファイル」にあるデータが、通知

書となります。

必ずダウンロードし、内容を確認してくだ

さい。

○下までスクロールし、「一覧へ戻る」を

クリックします。

※手続き名はデモです。

○「処理状況」が「完了」へ更新されていれば、

申請にかかる手続きはすべて終了です。

＜終了＞

申請する前に 申請サイトへ 変更申請実施 申請後の流れ

～略～
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「ししまろ」商標使用許諾使用廃止申請について（電子申請サービスの操作手順）

申請サイトへ 申請作業実施 申請後の流れ

①パソコン又はスマートフォンを開き、検索エ

ンジンを使って、『高知県電子申請』を検索

します。

②『電子申請・届出サービス｜高知県』 をク

リックします。

○『手続きはこちら』をクリックします。

※電子申請サービスが開きます。

○「キーワードで探す」に「ししまろ」と入力

し、「キーワード検索」をクリックします。

○【「ししまろ」商標使用管理要綱 使用廃止】

をクリックします。

※手続き名はデモです。

○利用者 ID及びパスワードを入力します。

※利用者 IDは、登録時のPCの

メールアドレスです。

○その後、「ログイン」をクリックします。

～略～
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○画面の内容に沿って入力を行い、「次へ」をクリックします。

※利用者情報がプリセットされた項目について、現時点の申請内容と相違がないか確認をお

願いします。

団体・企業の方のみ

※変更前の情報を記載

団体・企業の方⇒代表者名を記載

個人の方⇒個人氏名を記載

※変更前の情報を記載

許諾書をご覧ください。

許諾書をご覧のうえ、●

に該当する数字を記入

してください。

●高農マ課

許諾書をご覧のうえ、

●に当てはまる数字を

記入してください

高農マ第●●●号

申請サイトへ 使用廃止申請作業 申請後の流れ
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○最後まで記載し、「確認へ進む」をクリックします。

○画面の内容について確認し、誤りがなければ、「申込む」をクリックします。

※現在の画面レイアウトと異なる場合があります(R７年９月時点画面)

申請サイトへ 使用廃止申請作業 申請後の流れ
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《その後の流れ》

○県で内容を確認します。

○使用廃止届出が受理されると、県から通知メールを送ります（２週間程度かかる）。

○メール受信後、マイページにログインし、取消書をダウンロードしてください（P38～）

※PDFデータは、マイページでも

再ダウンロード可能です。

○「受付完了画面」が表示されるか確認して

ください。

○整理番号を控えておいてください。

◎『PDF ファイルを出力する』をクリックしま

す。

申請様式に反映されたものをダウンロード

できます。

○「受付完了確認メール」が表示されます。

申請サイトへ 使用廃止申請作業 申請後の流れ



- 37 -

※手続き名はデモです。

○「使用許諾取消通知」メールが届きます。

○再度、電子申請サービスへログインを行っ

てください。

※通知書は電子申請サービスよりダウンロ

ードをお願いします。

○ログインを行います。

○マイページに入ります。

申請サイトへ 使用廃止申請作業 申請後の流れ
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○「申請内容の確認」をクリックします。

※手続き名はデモです。

○「ししまろ」商標使用管理要綱 使用廃止

の「操作（詳細）」をクリックします。

○「返信添付ファイル」にあるデータが、許諾

取消書となります。

○必ずダウンロードし、内容を確認してくだ

さい。

○下までスクロールし、「一覧へ戻る」をクリ

ックします。

※手続き名はデモです。

○「処理状況」が「完了」へ更新されていれば、

申請にかかる手続きはすべて終了です。

＜終了＞

申請サイトへ 使用廃止申請作業 申請後の流れ

～略～


